
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
市
町
村
課
）　

　

一

〇
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

　

行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
渡
義
務
の
例
外

　

の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
環
境
政
策
課
）　

　

二

〇
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
生
活
・
文
化
課
）　

　

二

〇
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
青
少
年
課
）　

　

二

〇
薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
薬　

務　

課
）　

　

三

告　
　
　

示

〇
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二

　

条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）
の
一
部
改
正 

（
保
健
福
祉
総
務
課
）　

　

五

規　
　
　

則

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十

一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
別
記
様
式
第
二
の
様
式
に
よ
る
も
の
に
限
る
。）、
運
転
免
許
証
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
号
」
を
「
別
表
第
二
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
二
号
」
を
「
別

表
第
二
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
号
」
を
「
別
表
第
二
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
狩
猟
免
許
の
申
請
」
の
下
に
「
の
受
理
」
を
加
え
、
同
条
第
十
五
項
中
「
別
表
第
十
三
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
七

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
別
表
第
十
二
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
六
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
別
表
第
十
一
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
五
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
別
表
第
十
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
九
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四

項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

条
例
別
表
第
二
第
十
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
消
費
生
活
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）

15
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
費
用
に
充
て
る
資
金
の
貸
付
け
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

　

第
九
条
第
十
項
中
「
別
表
第
八
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

条
例
別
表
第
二
第
十
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

13
一　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定

に
よ
る
年
金
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

二　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
受
給
権
者
の
現
況
に
関
す
る
届
出
の
受
理

又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

　

第
九
条
第
九
項
中
「
別
表
第
七
号
」
を
「
別
表
第
二
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八

項
中
「
別
表
第
六
号
」
を
「
別
表
第
二
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
五

号
ハ
」
を
「
別
表
第
二
第
六
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９　

条
例
別
表
第
二
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
（
同
条
例
第
二
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
二　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
（
同
条
例
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の

規
定
に
よ
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

　

第
九
条
第
六
項
中
「
別
表
第
五
号
ロ
」
を
「
別
表
第
二
第
六
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第

五
項
中
「
別
表
第
五
号
イ
」
を
「
別
表
第
二
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
別

表
第
四
号
」
を
「
別
表
第
二
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

４　

条
例
別
表
第
二
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
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保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年 

令
第
十
三
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
の

受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

　

第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
九
条　

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
提
供
は
、
電
子
計
算
機

の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
の
方
法
並
び
に
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
及
び
そ
の
保
存
の
方

法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
（
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
及
び
提
供
に
係
る
事
務
）

第
十
条　

条
例
別
表
第
一
仙
台
市
長
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
係
る
年
金
受
給
権
者
の
死
亡
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査

二　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
係
る
年
金
受
給
権
者
の
現
況
に
関
す
る
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「証

明
す
る
書
類

（
」
の
下
に
「写

真
付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ド

（住
民
基
本

台
帳
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
２
の
様
式
に
よ
る
も
の
を
い
う

）
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
様
式
第
一
号
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書
及
び
改
正
前
の
様
式
第
四
号
に
よ
る
本
人
確
認
情
報

訂
正
等
申
出
書
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ

く
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
渡
義
務
の
例
外
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
一
号

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に

経
済
産
業
省

環　

境　

省

ー

。
，

基
づ
く
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
渡
義
務
の
例
外
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ

く
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
引
渡
義
務
の
例
外
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
百
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

登
記
事
項
証
明
書
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
二
号

　
　
　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
に
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事
」
を
「
を
知
事
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
る
書
類
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
住
民
票
の
写
し
」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「及

び
住
民
票
の
写
し

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

薬
事
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
中
「「
試
験
」
を
「「
薬
種
商
試
験
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
試
験
」
を
「
薬
種
商
試
験
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
登
録
販
売
者
試
験
願
書
等
）

第
八
条　

省
令
第
百
五
十
九
条
の
五
第
一
項
の
申
請
書
は
、
登
録
販
売
者
試
験
受
験
願
書
（
様
式
第
六
号
）
と
す
る
。

２　

省
令
第
百
五
十
九
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
書
類
は
、
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「（
様
式
第
六
号
）」
を
「（
様
式
第
七
号
）」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「（
様
式
第
七
号
）」
を
「（
様
式
第
八
号
）」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「（
様
式
第
八
号
）」
を
「（
様
式
第
九
号
）」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　

（
合
格
証
明
書
の
交
付
）

第
十
二
条　

条
例
第
七
条
の
合
格
証
明
書
は
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
合
格
証
明
書
の
再
交
付
申
請
）

第
十
三
条　

条
例
第
八
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
合
格
証
明
書
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）
と
す
る
。

　

（
受
験
の
停
止
等
）

第
十
四
条　

知
事
は
、
受
験
者
が
薬
種
商
試
験
又
は
登
録
販
売
者
試
験
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
受
験

を
停
止
し
、
又
は
合
格
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

様
式
第
八
号
を
様
式
第
九
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

（3）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第５号　　 
様
式
第
10号

（
第
12条
関
係
）

第
　
　
　
　
　
号
　
　

合
　
格
　
証
　
明
　
書

本
籍
地
都
道
府
県
名
（
国
籍
）　
　
　
　
　

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
施
行
さ
れ
た
薬
事
法
第
36条
の
４
の
規
定
に
よ
る
登
録
販
売
者
試
験
に
合
格
し
た
こ

と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　



　

様
式
第
七
号
を
様
式
第
八
号
と
し
、
様
式
第
六
号
を
様
式
第
七
号
と
し
、
様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え

る
。

号外第５号　平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
様
式
第
11号

（
第
13条
関
係
）

合
格
証
明
書
再
交
付
申
請
書

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
本
籍
地
都
道
府
県
名
（
国
籍
）　
　
　
　
　

住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
絡
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
に
よ
り
，
登
録
販
売
者
試
験
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
再
交
付
申
請
の
理
由

２
　
合
格
し
た
登
録
販
売
者
試
験
の
施
行
年
月
日

（
注
）
１
　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
２
　
破
り
，
又
は
汚
し
た
合
格
証
を
添
付
す
る
こ
と
。



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

　

昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
三
の
項
中
「
八
〇
」
を
「
七
〇
」
に
、「
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
、「
一
回
に
つ
き　
　
　
　
　

二

〇
〇
」
を
「
一
回
に
つ
き　
　
　
　
　

二
五
〇
」
に
、「
九
五
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
、「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、

四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
六
五
〇
」
を
「
六
〇
〇
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「
一
〇
〇
」
を
「
九
〇
」
に
、

「
一
三
〇
」
を
「
一
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　

同
表
備
考
第
一
号
中
「
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
」
を
「
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十

九
号
」
に
改
め
る
。

（5）　 平成20年３月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第５号　　 

「　
�
　

八
ツ
切
型

一
枚
の
場
合　
　
　

二
、
二
〇
〇

一
枚
増
す
ご
と
に　
　
　
　

五
〇
」

「　
�
　

八
ツ
切
型

一
枚
の
場
合　
　
　

二
、
二
〇
〇

一
枚
増
す
ご
と
に　
　
　
　

四
〇
」

様
式
第
６
号
（
第
８
条
関
係
）

登
録
販
売
者
試
験
受
験
願
書

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿
 

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
登
録
販
売
者
試
験
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
込
み
ま
す
。

記
入
上
の
注
意
　
１
　
記
入
に
は
黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
等
を
用
い
，
自
筆
で
て
い
ね
い
に
，
か
い
書
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

２
　
氏
名
は
，
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
の
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

３
　
収
入
証
紙
は
，
消
印
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

４
　
※
印
の
と
こ
ろ
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

受
験

番
号

※

収
入

証
紙

は
り
付
け
欄

　
年
　
月
　
日
撮
影

性
　
別

本
籍
地
都
道
府
県
名

（
国
　

籍
）

写
真
は
り
付
け
欄

縦
　
４
cm

横
　
３
cm

ふ
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
な

氏
　
　
　
　
　
　
　
　
名

〒
　
－
　
　
電
話
番
号
　
（
　
　
）

住
所

生
年

月
日


